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設工認に係る補足説明資料 

本文、添付書類、補足説明項目への展開（重事） 

（ＭＯＸ燃料加工施設） 

【公開版】

【R15 からの変更点】
・別紙 1 1.2Ss に係る基本設計⽅針の⾒直し
・別紙 4-1Ⅴ-1-1-4 「2.6 地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震設

計」について，1.2Ss に係る基本設計⽅針⾒直しに伴う修正
・別紙 4-2 地震を要因とする重⼤事故等に対する施設の耐震設計 R4 を添付

なお，1.2Ss に係る波及的影響の防護対象等を整理した表については，
次回追記致します。
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１．概要 

  本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 30 条 重大事故等対処

設備」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載すべき

事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第 1 回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

別紙２で第 1 回申請対象とした基本設計方針の項目に対して、展

開事項の分類をもとに、添付書類単位で記載すべき事項を展開す

る。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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ＭＯＸ燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和４年７月21日　R16

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙1 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 7/21 15
「8.2.6 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」以外については別途
提出予定

別紙2 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 7/15 12 別途提出予定

別紙3 基本設計方針の添付書類への展開 7/15 12 別途提出予定

別紙4 添付書類の発電炉との比較 7/21 13

別紙5 補足説明すべき項目の抽出 7/15 12 別途提出予定

別紙6 変更前記載事項の既工認等との紐づけ 7/15 12 別途提出予定

重事00-02　【基本設計方針、添付書類、補足説明への展開（重事）】

別紙
備考

(1/1) 4



 

令和４年７月 21 日 Ｒ15 

 

 

 

別紙１ 
 

 

 

基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（52/61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6   地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計 

(1)  地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対し

て機能維持が必要な施設については，重

大事故等対処施設及び安全機能を有する

施設の耐震設計における設計方針を踏襲

し，重大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等の状態で施設に作用する

荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓの 1.2

倍の地震力に対して，重大事故等への対

処に必要な機能が損なわれるおそれがな

いことを目的として，以下のとおり耐震

設計を行う。⑯-1 

 

a. 事業(変更)許可における重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定におい

て，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計とした

設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力に対して，重大事故等が発生しない

設計とする。⑯-2 

 

b. 地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備は，基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し

て，想定する重大事故等を踏まえ，火災

の感知機能，消火機能や外部への放出経

路の遮断等の重大事故等への対処に必要

な機能を損なわない設計とする。⑯-3 

 

 

c. 地震を要因とする重大事故等に対処

する可搬型重大事故等対処設備は，各保

管場所における基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力に対して，転倒しないよう固

縛等の措置を講ずるとともに，動的機器

については加振試験等により重大事故等

の対処に必要な機能が損なわれないこと

を確認する。また，ダクト等の静的機器

は，複数の保管場所に分散して保管する

ことにより，地震により重大事故等ヘの

対処に必要な機能を損なわない設計とす

る。⑯-5 

 

 

 

 

 

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 

(ａ) 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震動に対して機

能維持が必要な設備については，重大事

故等対処施設及び安全機能を有する施設

の耐震設計における設計方針を踏襲し，

基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必

要な機能が損なわれるおそれがないこと

を目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。⑯-1 

 

 

 

 

ⅰ．重大事故等の起因となる異常事象の

選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対して，必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計す

る。⑯-2 

 

 

 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備は，基

準地震動を 1.2 倍した地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計す

る。⑯-3 

 

⑤ 地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計 

ａ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計の基本方針 

基準地震動を超える地震動に対して機

能維持が必要な設備については，重大事

故等対処施設及び安全機能を有する施設

の耐震設計における設計方針を踏襲し，

基準地震動の 1.2 倍の地震力に対して必

要な機能が損なわれるおそれがないこと

を目的として，以下のとおり耐震設計を

行う。◇1  

 

 

 

 

(ａ) 重大事故等の起因となる異常事象

の選定において基準地震動を 1.2 倍した

地震力を考慮する設備は，基準地震動を

1.2 倍した地震力に対して，必要な機能

が損なわれるおそれがないように設計す

る。◇1  

 

 

 

(ｂ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備は，

基準地震動を 1.2 倍した地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないように設

計する。◇1  

 

 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管

場所における基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，転倒しないよう固縛等の

措置を講ずるとともに，動的機器につい

ては加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認

する。また，ホース等の静的機器は，複

数の保管場所に分散して保管することに

より，地震により重大事故等の対処に必

要な機能が損なわれないことを確認す

る。⑯-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地震を要因とする重大事故等へ

の考慮は、MOX 燃料加工施設の

事業変更許可で事業者が示した

ものであり、「設計基準より厳

しい条件の要因となる外的事

象」として地震を考慮している

ため。 

【「等」の解説】 

「火災の感知機能，消火機能や外部へ

の放出経路の遮断等」とは，MOX 燃料

加工施設において想定する重大事故等

への対処に必要な機能の総称として示

しており，具体的な対応シナリオを添

付書類で示すことから，ここでは

「等」のままの記載とした。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可時に想定した重大

事故等の内容を具体化した。 

【許可からの変更点】 

基準地震動Ｓｓを超える地震動の地震に対して機能維

持が必要なものとして燃料加工建屋も含まれるため。 

【「等」の解説】 

「ダクト等」の指す内容は，ダクト，

配管，フィルタ等であり，可搬型重大

事故等対処設備のうち静的機器に該当

するものの例示として用いたものであ

るため，当該箇所では「等」のままの

記載とした。 

【許可からの変更点】 

他条文との記載の統一化 

㊼(P57 から) 

【許可からの変更点】 

設計を展開するうえでの事業変

更許可での要件を明確化した。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

MOX 燃料加工施設における地震

を要因とする重大事故等に対処

する可搬型重大事故等対処設備

の対象を踏まえ，対象を記載し

た。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（53/61）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

(2) 地震力の算定方法

地震を要因とする重大事故等に対処す

る重大事故等対処施設の耐震設計に用い

る動的地震力は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力を適用する。⑯-6 

(3) 荷重の組合せと許容限界

地震を要因とする重大事故等に対処す

るための重大事故等対処設備の耐震設計

における荷重の組合せと許容限界は，以

下によるものとする。 

a. 耐震設計上考慮する状態

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

(a)建物・構築物

イ.通常時の状態

MOX 燃料加工施設が運転している状

態。 

ロ．地震を要因とする重大事故等時の状

態

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とす

る重大事故に至るおそれがある事故又は

地震を要因とする重大事故等の状態で，

重大事故等対処施設の機能を必要とする

状態。 

ハ．設計用自然条件

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（積雪，風）。 

(b)機器・配管系

イ．通常時の状態

MOX 燃料加工施設が運転している状

態。 

ロ．設計基準事故時の状態

当該状態が発生した場合には MOX 燃料

加工施設から多量の放射性物質が放出さ

れるおそれがあるものとして安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。 

ハ．地震を要因とする重大事故等時の状

態

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とす

る重大事故に至るおそれがある事故又は

地震を要因とする重大事故等の状態で，

地震を要因とする重大事故等対処施設の

機能を必要とする状態。⑯-7 

ｂ．地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定方法

は，以下のとおり適用する。 

(ａ) 動的地震力 

地震を要因とする重大事故等に対する

施設は，「イ．（ロ）（５）①ｄ.

（ｂ）動的地震力」に示す基準地震動を

1.2 倍とした地震力を適用する。⑯-6 

ｃ．荷重の組合せと許容限界 

荷重の組合せと許容限界は，以下によ

るものとする。 

(ａ) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 通常時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）i.

（ⅰ）通常時の状態」を適用する。 

(ⅱ) 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故に至

るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

(ⅲ) 設計用自然条件 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）i. 

（ⅱ）設計用自然条件」を適用する。 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）ⅱ.

（ⅰ）通常時の状態」を適用する。 

 (ⅱ) 設計基準事故時の状態 

「イ．（ロ）（５）①ｅ.（ａ）ⅱ.

（ⅱ）設計基準事故時の状態」を適用す

る。 

(ⅲ) 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が，重大事故に至

るおそれがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態。⑯-7 

【許可からの変更点】 

地震を要因とする重大事故等に

おいては，地震力の算定は動的

地震力のみであることから、記

載を簡素化した。 

【許可からの変更点】 

本項目における対象を明確にす

るために，具体的に記載した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，発電炉の記載も踏

まえて重大事故等対処施設につ

いて引用せず直接記載して明確

化した（２７条と同じ）。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（54/61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
b. 荷重の種類 

(a)建物・構築物 

イ．MOX 燃料加工施設のおかれている状

態にかかわらず通常時に作用している

固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧。 

ロ．地震を要因とする重大事故等時の状

態で施設に作用する荷重。 

ハ．基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力，積雪荷重及び風荷重。 

ただし，通常時及び地震を要因とする

重大事故等時の状態で施設に作用する荷

重には，機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力には，地震時土圧，地

震時水圧及び機器・配管系からの反力が

含まれるものとする。⑯-8  

 

 

 

 

 

 

(b)機器・配管系 

イ．通常時に作用している荷重。 

ロ．設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重。 

ハ．地震を要因とする重大事故等時の状

態で施設に作用する荷重。 

ただし，各状態において施設に作用す

る荷重には，通常時に作用している荷

重，すなわち自重等の固定荷重が含まれ

るものとする。 

また，屋外に設置される施設について

は，建物・構築物に準ずる。⑯-9 

 

 

c.荷重の組合せ 

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と

ほかの荷重との組合せは，以下によるも

のとする。 

(a)建物・構築物 

イ．事業(変更)許可における重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重

大事故の発生を仮定する機器の特定に

おいて，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設

計とした設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物については，

通常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪

荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを

(ｂ) 荷重の種類 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) ＭＯＸ燃料加工施設のおかれて

いる状態にかかわらず通常時に作用して

いる固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

(ⅱ) 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

(ⅲ) 積雪荷重及び風荷重 

 

通常時及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，地震

力には，地震時土圧，地震時水圧及び機

器・配管系からの反力が含まれるものと

する。⑯-8 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 通常時に作用している荷重 

(ⅱ) 設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 

(ⅲ) 重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 

各状態において施設に作用する荷重に

は，通常時に作用している荷重，すなわ

ち自重等の固定荷重が含まれるものとす

る。 

また，屋外に設置される施設について

は，建物・構築物に準ずる。⑯-9 

 

 

(ｃ) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは，以下

によるものとする。 

 

ⅰ．建物・構築物 

(ⅰ) 重大事故の起因となる異常事象の

選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物について

は，通常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷

重及び風荷重と基準地震動を 1.2 倍した

地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

文章の接続として追記（２７条 

と同じ）。 

【許可からの変更点】 

文章の接続として追記（２７条 

と同じ）。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可では，地震力と組み合わせ

る荷重の種類を意図して記載していた

が，発電炉の記載も踏まえて地震力を明

確にした（２７条と同じ）。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（55/61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
1.2 倍した地震力を組み合わせる。 

 

ロ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・

構築物については，通常時に作用して

いる荷重（固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基

準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを

組み合わせる。 

ハ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・

構築物について，通常時に作用してい

る荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大

事故等時の状態で施設に作用する荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。

この組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総

合的に勘案の上設定する。なお，継続

時間については対策の成立性も考慮し

た上で設定し，通常時に作用している

荷重のうち，土圧及び水圧について

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力，弾性設計用地震動による地震力と

組み合わせる場合は，当該地震時の土

圧及び水圧とする。⑯-10 

 

 

(b)機器・配管系 

イ．事業(変更)許可における重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重

大事故の発生を仮定する機器の特定に

おいて，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設

計とした設備に係る機器・配管系につ

いては，通常時に作用している荷重と

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と

を組み合わせる。 

ロ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，通常時に

作用している荷重と基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

ハ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系について，通常時に作

 

 

(ⅱ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物については，通常時に作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動

を 1.2 倍した地震力とを組み合わせる。 

 

(ⅲ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物について，通常時に作用している荷

重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重は，その

事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力（基準地震動又は弾性設計用地震

動による地震力）と組み合わせる。この

組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の

上設定する。なお，継続時間については

対策の成立性も考慮した上で設定する。 

なお，通常時に作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧について，基準地震動

による地震力，弾性設計用地震動による

地震力と組み合わせる場合は，当該地震

時の土圧及び水圧とする。⑯-10 

 

 

ⅱ．機器・配管系 

(ⅰ) 重大事故の起因となる異常事象の

選定において基準地震動を 1.2 倍した地

震力を考慮する設備に係る機器・配管系

については，通常時に作用している荷重

と基準地震動を 1.2 倍した地震力とを組

み合わせる。 

 

 

 

(ⅱ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系については，通常時に作

用している荷重と基準地震動を 1.2 倍し

た地震力とを組み合わせる。 

(ⅲ) 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備に係

る機器・配管系について，通常時に作用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

適切な地震力については，Ⅴ-

1-1-4-1 に詳細を展開してお

り、範囲を限定する記載を基本

設計方針では記載しないことと

した。 

【許可からの変更点】 

記載の適正化 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（56/61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
用している荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み

合わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時間及

び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の

成立性も考慮した上で設定し，屋外に

設置される施設については，建物・構

築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。⑯-11 

 

 

 

(c)荷重の組合せ上の留意事項 

イ．ある荷重の組合せ状態での評価が，

その他の荷重の組合せ状態と比較して

明らかに厳しいことが判明している場

合には，その他の荷重の組合せ状態で

の評価は行わないことがある。 

ロ．地震を要因とする重大事故等に対処

する重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の当該部分の支持機能を確

認する場合においては，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力と通常時に作用

している荷重及びその他必要な荷重と

を組み合わせる。 

ハ．積雪荷重については，屋外に設置さ

れている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，通常時に作用し

ている荷重に対して積雪荷重の割合が

無視できる施設を除き，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせ

を考慮する。 

ニ．風荷重については，屋外の直接風を

受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて

相対的に無視できないような構造，形

状及び仕様の施設においては，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み

合わせを考慮する。⑯-12 

 

 

 

 

 

 

 

している荷重，設計基準事故時の状態及

び重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力（基準地震動又は弾

性設計用地震動による地震力）と組み合

わせる。この組合せについては，事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総合

的に勘案の上設定する。なお，継続時間

については対策の成立性も考慮した上で

設定する。 

なお，屋外に設置される施設について

は，建物・構築物と同様に積雪荷重及び

風荷重を組み合わせる。⑯-11 

 

 

ⅲ．荷重の組合せ上の留意事項 

(ⅰ) ある荷重の組合せ状態での評価

が，その他の荷重の組合せ状態と比較し

て明らかに厳しいことが判明している場

合には，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないことがある。 

(ⅱ) 重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の当該部分の支持機能を確認

する場合においては，支持される施設の

設備分類に応じた地震力と通常時に作用

している荷重及びその他必要な荷重とを

組み合わせる。 

(ⅲ) 積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による受圧

面積が小さい施設や，通常時に作用して

いる荷重に対して積雪荷重の割合が無視

できる施設を除き，地震力との組み合わ

せを考慮する。 

(ⅳ) 風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設のう

ち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相

対的に無視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，地震力との組

み合わせを考慮する。⑯-12 

 

(ⅴ) 重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重は，「イ.（ハ）（１）③ａ 

（ｃ）重大事故等時における環境条件」

に示す条件を考慮する。◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

適切な地震力について

は，Ⅴ-1-1-4-1 に詳細を

展開しており、範囲を限

定する記載を基本設計方

針では記載しないことと

した。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（57/61）

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

d.許容限界

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と

他の荷重とを組み合わせた状態に対する

許容限界は，以下のとおりとする。 

(a) 事業(変更)許可における重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定におい

て，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計とした

設備 

露出した MOX 粉末を取り扱い，さらに

火災源を有するグローブボックスはパネ

ルにき裂や破損が生じないこと及び転倒

しないこと。当該グローブボックスの内

装機器の落下・転倒防止機能の確保に当

たっては，放射性物質（固体）の閉じ込

めバウンダリを構成する容器等を保持す

る設備の破損により，容器等が落下又は

転倒しないこと。⑯-13

上記の各機能について，基準地震動Ｓ

ｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域に達

するひずみが生じた場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有し，その施設の機

能に影響を及ぼすことがない限界に応

力，荷重を制限する値を許容限界として

確認した上で，それ以外を適用する場合

は各機能が維持できること。⑯-14 

(b)地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備

地震を要因として発生する重大事故等

の対処に必要な常設重大事故等対処設備

は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力に

対し，塑性域に達するひずみが生じた場

合であっても，その量が小さなレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を及ぼすこと

がない限界に応力，荷重を制限する値を

許容限界として確認した上で，それ以外

を適用する場合は各機能が維持できるこ

と。⑯-15 

 (ｄ) 許容限界 

地震力と他の荷重とを組み合わせた状

態に対する許容限界は，以下のとおりと

する。 

ⅰ．重大事故の起因となる異常事象の選

定において基準地震動を 1.2 倍した地震

力を考慮する設備 

露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さら

に火災源を有するグローブボックスはパ

ネルにき裂や破損が生じないこと及び転

倒しないこと。当該グローブボックスの

内装機器の落下・転倒防止機能の確保に

当たっては，放射性物質（固体）の閉じ

込めバウンダリを構成する容器等を保持

する設備の破損により，容器等が落下又

は転倒しないこと。⑯-13 

上記の各機能について，基準地震動の

1.2 倍の地震力に対し，「イ.（ロ）

（５）①ｅ.（ｄ）ⅰ．（ｉ）(ⅰ)-１基

準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界」にて確認した上で，それ以

外を適用する場合は各機能が維持できる

ことを個別に示す。⑯-14

地震に対して各設備が保持する安全機

能を添５第 30 表に示す。◇9

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故

等に対処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事故等

の対処に必要な常設重大事故等対処設備

は，基準地震動の 1.2 倍の地震力に対

し，「イ.（ロ）（５）①ｄ.（ｄ）ⅰ．

（ｉ）(ⅰ)-１基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」にて確認

した上で，それ以外を適用する場合は，

設備のき裂や破損等に対する放出経路の

維持等，重大事故等の対処に必要な機能

が維持できることを個別に示す。⑯-15 

対象設備は，添５第 28 表に示す重大

事故等の要因事象のうち，外的事象に係

る常設重大事故等対処設備に示す。◇6  

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（２７条と同

じ）。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（２７条と同

じ）。 

【許可からの変更点】 

示す先は添付資料で記載する

ことから基本設計方針では本

記載とした。 
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別紙１① 

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第三十条 （重大事故等対処設備）（58/61） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

(c) 事業(変更)許可における重大事故の

発生を仮定する際の条件の設定及び重大

事故の発生を仮定する機器の特定におい

て，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計とした

設備及び地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処設備を

設置する建物・構築物 

 

事業(変更)許可における重大事故の発

生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定におい

て，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を

考慮した際に機能維持できる設計とした

設備及び地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処設備を

設置する建物・構築物は，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・構

築物全体としての変形能力（耐震壁のせ

ん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対

して十分な余裕を有し，部材・部位ごと

のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当

な安全余裕を有することとする。⑯-4 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に

対する荷重又は応力を漸次増大していく

とき，その変形又はひずみが著しく増加

するに至る限界の最大耐力とし，既往の

実験式等に基づき適切に定めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．ⅰ．及びⅱ．に示す設備を設置する

建物・構築物 

ⅰ．及びⅱ．に示す設備を設置する建

物・構築物は，基準地震動を 1.2 倍した

地震力に対する建物・構築物全体として

の変形能力について，「イ.（ロ）

（５）①ｄ.（ｄ）ⅰ．（ｉ）(ⅰ)-１基

準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界」の許容限界を適用する。⑯

-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管

場所における基準地震動を 1.2 倍した地

震力に対して，転倒しないよう固縛等の

措置を講ずるとともに，動的機器につい

ては加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認

する。また，ホース等の静的機器は，複

数の保管場所に分散して保管することに

より，地震により重大事故等の対処に必

要な機能が損なわれないことを確認す

る。⑯-5 

 

対象設備は，添５第 28 表に示す重大

事故等の要因事象のうち，外的事象に係

る可搬型重大事故等対処設備に示す。◇6  

 

 

 

  

㊼(P51 へ) 

【許可からの変更点】 

事業変更許可に合わせて記載す

るとともに，引用せず直接記載

して明確化した（２７条と同

じ）。 
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令和４年７月 21 日 Ｒ13 

 

 

 

別紙４ 
 

 

 

添付書類の発電炉との比較 
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別紙4リスト 令和４年７月21日　R5
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別紙4-1
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全
性に関する説明書

7/21 13
旧別紙4
「2.6地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」以外については別途提
出予定

別紙4-2 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計 7/21 4

別紙
備考

(1/1) 14



 

 

令和４年７月 21 日 Ｒ13 

 

 

 

別紙 4-1 
 

 

 

安全機能を有する施設及び重大事故

等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(105／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

8.2.6  地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計 

 

(1)  地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計の基本方針 

 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対し

て機能維持が必要な施設については，

重大事故等対処施設及び安全機能を有

する施設の耐震設計における設計方針

を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等の状態で施設に

作用する荷重等を考慮し，基準地震動

Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対して，重大

事故等への対処に必要な機能が損なわ

れるおそれがないことを目的として，

以下のとおり耐震設計を行う。 

 

a. 事業（変更）許可における重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及

び重大事故の発生を仮定する機器の特

定において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とした設備は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対して，重大事

故等が発生しない設計とする。 

 

b. 地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力に対して，想定する重大事故等を踏

まえ，火災の感知機能，消火機能や外

2.6 地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計 

 

(1) 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震設計の基本方針 

 

基準地震動Ｓｓを超える地震動に対し

て機能維持が必要な施設については，

重大事故等対処施設及び安全機能を有

する施設の耐震設計における設計方針

を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等の状態で施設に

作用する荷重等を考慮し，基準地震動

Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対して，重大

事故等への対処に必要な機能が損なわ

れるおそれがないことを目的として，

以下のとおり耐震設計を行う。 

 

ａ．事業（変更）許可における重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及

び重大事故の発生を仮定する機器の特

定において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とした設備は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対して，重大事

故等が発生しない設計とする。 

 

ｂ．地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力に対して，想定する重大事故等を踏

まえ，火災の感知機能，消火機能や外

 基準地震動を超える

地震力に対し機能維

持するための当社固

有の設計上の考慮で

ある。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(106／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

部への放出経路の遮断等の重大事故等

への対処に必要な機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 地震を要因とする重大事故等に対

処する可搬型重大事故等対処設備は，

各保管場所における基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力に対して，転倒しな

いよう固縛等の措置を講ずるととも

に，動的機器については加振試験等に

より重大事故等の対処に必要な機能が

損なわれないことを確認する。また，

ダクト等の静的機器は，複数の保管場

所に分散して保管することにより，地

震により重大事故等ヘの対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

(2) 地震力の算定方法 

 地震を要因とする重大事故等に対処

する重大事故等対処施設の耐震設計に

用いる動的地震力は，基準地震動Ｓｓ

部への放出経路の遮断等の重大事故等

への対処に必要な機能が損なわない設

計とする。 

また，地震を要因とする重大事故等

に対処するための操作場所及び操作場

所までのアクセスルートを構成する建

物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対し，地震を要因とし

て発生する重大事故等に対処する重大

事故等対処設備が機能を喪失せず，重

大事故等に対する対処に係る操作が実

施可能となるよう設計とする。 

 

 

c. 地震を要因とする重大事故等に対

処する可搬型重大事故等対処設備は，

各保管場所における基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力に対して，転倒しな

いよう固縛等の措置を講ずるととも

に，動的機器については加振試験等に

より重大事故等の対処に必要な機能が

損なわれないことを確認する。また，

ダクト等の静的機器は，複数の保管場

所に分散して保管することにより，地

震により重大事故等ヘの対処に必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

(2) 地震力の算定方法 

地震を要因とする重大事故等に対処

する重大事故等対処施設の耐震設計に

用いる動的地震力は，基準地震動Ｓｓ

17



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(107／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

を 1.2 倍した地震力を適用する。 

 

 (3) 荷重の組合せと許容限界 

 地震を要因とする重大事故等に対処

する重大事故等対処設備の耐震設計に

おける荷重の組合せと許容限界は，以

下によるものとする。 

a. 耐震設計上考慮する状態 

 地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。 

 (a)建物・構築物 

  イ.通常時の状態 

    MOX 燃料加工施設が運転して

いる状態。 

  ロ．地震を要因とする重大事故等

時の状態 

    MOX 燃料加工施設が，地震を

要因とする重大事故に至るおそ

れがある事故又は地震を要因と

する重大事故等の状態で，重大

事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

  ハ．設計用自然条件 

    設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪，風）。 

(b)機器・配管系 

  イ．通常時の状態 

    MOX 燃料加工施設が運転して

いる状態。 

  ロ．設計基準事故時の状態 

    当該状態が発生した場合には

MOX 燃料加工施設から多量の放

を 1.2 倍した地震力を適用する。 

 

(3) 荷重の組合せと許容限界 

地震を要因とする重大事故等に対処

するための重大事故等対処設備の耐震

設計における荷重の組合せと許容限界

は，以下によるものとする。 

a.耐震設計上考慮する状態 

 地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。 

(a)建物・構築物 

  イ．通常時の状態 

    MOX 燃料加工施設が運転して

いる状態。  

  ロ．地震を要因とする重大事故等

時の状態 

    MOX 燃料加工施設が，地震を

要因とする重大事故に至るおそ

れがある事故又は地震を要因と

する重大事故等の状態で，重大

事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

  ハ．設計用自然条件 

    設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪，風）。 

 (b)機器・配管系 

  イ．通常時の状態 

    MOX 燃料加工施設が運転して

いる状態。  

ロ．設計基準事故時の状態 

    当該状態が発生した場合には

MOX 燃料加工施設から多量の放
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(108／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

射性物質が放出されるおそれが

あるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

  ハ．地震を要因とする重大事故等

時の状態 

    MOX 燃料加工施設が，地震を

要因とする重大事故に至るおそ

れがある事故又は地震を要因と

する重大事故等の状態で，重大

事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

 

b. 荷重の種類 

 (a)建物・構築物 

  イ．MOX 燃料加工施設のおかれて

いる状態にかかわらず通常時に

作用している固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧。 

  ロ．地震を要因とする重大事故等

時の状態で施設に作用する荷

重。 

  ハ．基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力，積雪荷重及び風荷重。 

 

ただし，通常時及び地震を要因と

する重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

には，地震時土圧，地震時水圧及び

機器・配管系からの反力が含まれる

ものとする。  

射性物質が放出されるおそれが

あるものとして安全設計上想定

すべき事象が発生した状態。 

  ハ．地震を要因とする重大事故 

時の状態 

    MOX 燃料加工施設が，地震を

要因とする重大事故に至るおそ

れがある事故又は地震を要因と

する重大事故等の状態で，重大

事故等対処施設の機能を必要と

する状態。 

 

b.荷重の種類 

 (a)建物・構築物 

  イ．MOX 燃料加工施設のおかれて

いる状態にかかわらず通常時に

作用している固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧。 

  ロ．地震を要因とする重大事故等

時の状態で施設に作用する荷

重。 

  ハ．基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力， 積雪荷重及び風荷重。 

   

ただし，通常時及び地震を要因と

する重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

には，地震時土圧，地震時水圧及び

機器・配管系からの反力が含まれる

ものとする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(109／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

(b)機器・配管系

イ．通常時に作用している荷重。

ロ．設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重。

ハ．地震を要因とする重大事故等

時の状態で施設に作用する荷

重。

ただし，各状態において施設に作

用する荷重には，通常時に作用して

いる荷重，すなわち自重等の固定荷

重が含まれるものとする。また，屋

外に設置される施設については，建

物・構築物に準ずる。 

c.荷重の組合せ

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

とほかの荷重との組合せは，以下によ

るものとする。 

(a) 建物・構築物

イ．事業（変更）許可における重大

事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定す

る機器の特定において，基準地震

動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした

設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，

通常時に作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動

(b)機器・配管系

イ．通常時に作用している荷重。

ロ．設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重。 

ハ．地震を要因とする重大事故等

時の状態で施設に作用する荷

重。 

ただし，各状態において施設に作

用する荷重には，通常時に作用して

いる荷重，すなわち自重等の固定荷

重が含まれるものとする。また，屋

外に設置される施設については，建

物・構築物に準ずる。 

c.荷重の組合せ

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

とほかの荷重との組合せは，以下によ

るものとする。 

(a)建物・構築物

イ．事業（変更）許可における重大

事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定す

る機器の特定において，基準地震

動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした

設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，

通常時に作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動

20



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(110／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

Ｓｓを 1.2 倍した地震力を組み合

わせる。 

 ロ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，

通常時に作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動

Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み

合わせる。 

 ハ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物について，通

常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積

雪荷重，風荷重及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力と組み合

わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等

を考慮し，工学的，総合的に勘案

の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した

上で設定し，通常時に作用してい

る荷重のうち，土圧及び水圧につ

いては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力，弾性設計用地震動に

Ｓｓを 1.2 倍した地震力を組み合

わせる。 

 ロ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物については，

通常時に作用している荷重（固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧），

積雪荷重及び風荷重と基準地震動

Ｓｓを 1.2 倍した地震力とを組み

合わせる。 

 ハ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物について，通

常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積

雪荷重，風荷重及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力と組み合

わせる。この組み合わせについて

は，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等

を考慮し，工学的，総合的に勘案

の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した

上で設定し，通常時に作用してい

る荷重のうち，土圧及び水圧につ

いては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力，弾性設計用地震動に
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(111／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

よる地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧と

する。 

 

(b)機器・配管系 

 イ．事業（変更）許可における重大

事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定す

る機器の特定において，基準地震

動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした

設備に係る機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重と

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

 ロ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備に係る機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重と

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

 ハ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備に係る機器・配管系について，

通常時に作用している荷重，設計

基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重

は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせる。この組み合わせにつ

いては，事故事象の発生確率，継

よる地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧と

する。 

 

(b)機器・配管系 

 イ．事業（変更）許可における重大

事故の発生を仮定する際の条件の

設定及び重大事故の発生を仮定す

る機器の特定において，基準地震

動Ｓｓの 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした

設備に係る機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重と

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

 ロ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備に係る機器・配管系について

は，通常時に作用している荷重と

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

 ハ．地震を要因として発生する重大

事故等に対処する重大事故等対処

設備に係る機器・配管系について，

通常時に作用している荷重，設計

基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重

は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせる。この組み合わせにつ

いては，事故事象の発生確率，継
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(112／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に

勘案の上設定する。なお，継続時

間については対策の成立性も考慮

した上で設定し，屋外に設置され

る施設については，建物・構築物

と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

(b) 荷重の組合せ上の留意事項

イ．ある荷重の組合せ状態での評価

が，その他の荷重の組合せ状態と

比較して明らかに厳しいことが判

明している場合には，その他の荷

重の組合せ状態での評価は行わな

いことがある。

ロ．地震を要因とする重大事故等に

対処する重大事故等対処施設を支

持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合において

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力と通常時に作用している荷

重及びその他必要な荷重とを組み

合わせる。

ハ．積雪荷重については，屋外に設

置されている施設のうち，積雪に

よる受圧面積が小さい施設や，通

常時に作用している荷重に対して

積雪荷重の割合が無視できる施設

を除き，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力との組み合わせを考慮

する。

続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に

勘案の上設定する。なお，継続時

間については対策の成立性も考慮

した上で設定し，屋外に設置され

る施設については，建物・構築物

と同様に積雪荷重及び風荷重を組

み合わせる。 

(c)荷重の組合せ上の留意事項

イ．ある荷重の組合せ状態での評価

が，その他の荷重の組合せ状態と

比較して明らかに厳しいことが判

明している場合には，その他の荷

重の組合せ状態での評価は行わな

いことがある。 

ロ．地震を要因とする重大事故等に

対処する重大事故等対処施設を支

持する建物・構築物の当該部分の

支持機能を確認する場合において

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力と通常時に作用している荷

重及びその他必要な荷重とを組み

合わせる。 

ハ．積雪荷重については，屋外に設

置されている施設のうち，積雪に

よる受圧面積が小さい施設や，通

常時に作用している荷重に対して

積雪荷重の割合が無視できる施設

を除き，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力との組み合わせを考慮

する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(113／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

 ニ．風荷重については，屋外の直接

風を受ける場所に設置されている

施設のうち，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できな

いような構造，形状及び仕様の施

設においては，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力との組み合わせ

を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.許容限界 

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

と他の荷重とを組み合わせた状態に対

する許容限界は，以下のとおりとする。 

(a) 事業（変更）許可における重大事

故の発生を仮定する際の条件の設定及

び重大事故の発生を仮定する機器の特

定において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍

の地震動を考慮した際に機能維持でき

る設計とした設備 

 ニ．風荷重については，屋外の直接

風を受ける場所に設置されている

施設のうち，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できな

いような構造，形状及び仕様の施

設においては，基準地震動Ｓｓを

1.2 倍した地震力との組み合わせ

を考慮する。 

ホ．重大事故時に生ずる荷重と基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

よる荷重の組み合わせについて

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力が重大事故等の発生の要因

として考慮した地震であり，基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の

荷重は重大事故等が発生する前の

通常時に作用する荷重であること

から，重大事故等時に生ずる荷重

と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力による荷重が重なることはな

い。 

 

d.許容限界  

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

と他の荷重とを組み合わせた状態に対

する許容限界は，以下のとおりとする。 

(a)事業（変更）許可における重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定

において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とした設備 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(114／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

露出した MOX 粉末を取り扱い，さら

に火災源を有するグローブボックスは

パネルにき裂や破損が生じないこと及

び転倒しないこと。当該グローブボッ

クスの内装機器の落下・転倒防止機能

の確保に当たっては，放射性物質（固

体）の閉じ込めバウンダリを構成する

容器等を保持する設備の破損により，

容器等が落下又は転倒しないこと。 

上記の各機能について，基準地震動

Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域

に達するひずみが生じた場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値を許

容限界として確認した上で，それ以外

を適用する場合は各機能が維持できる

こと。 

 

 

 

 

(b)地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事故

等の対処に必要な常設重大事故等対処

設備は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地

震力に対し，塑性域に達するひずみが

生じた場合であっても，その量が小さ

なレベルに留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設の機能に影

露出した MOX 粉末を取り扱い，さら

に火災源を有するグローブボックスは

パネルにき裂や破損が生じないこと及

び転倒しないこと。当該グローブボッ

クスの内装機器の落下・転倒防止機能

の確保に当たっては，放射性物質（固

体）の閉じ込めバウンダリを構成する

容器等を保持する設備の破損により，

容器等が落下又は転倒しないこと。 

上記の各機能について，基準地震動

Ｓｓの 1.2 倍の地震力に対し，塑性域 

に達するひずみが生じた場合であって

も，その量が小さなレベルに留まって

破断延性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限界に応力，荷重を制限する値を許

容限界として確認した上で，それ以外

を適用する場合は各機能が維持できる

こと。 

「Ⅴ－１－１－４－４ 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に示す。 

 

(b)地震を要因として発生する重大事

故等に対処する重大事故等対処設備 

 地震を要因として発生する重大事故

等の対処に必要な常設重大事故等対処

設備は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地

震力に対し，塑性域に達するひずみが

生じた場合であっても，その量が小さ

なレベルに留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設の機能に影
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(115／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

響を及ぼすことがない限界に応力，荷

重を制限する値を許容限界として確認

した上で，それ以外を適用する場合は

各機能が維持できること。 

 

 

 

 

 

(c)事業（変更）許可における重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定

において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とした設備及び地震を要因として

発生する重大事故等に対処する重大事

故等対処設備を設置する建物・構築物 

事業（変更）許可における重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定

において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とした設備及び地震を要因として

発生する重大事故等に対処する重大事

故等対処設備を設置する建物・構築物

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力に対し，建物・構築物全体としての

変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形に対して十分な余

裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ

ずみ・応力等に対して，妥当な安全余

裕を有することとする。 

響を及ぼすことがない限界に応力，荷

重を制限する値を許容限界として確認

した上で，それ以外を適用する場合は

各機能が維持できること。 

「Ⅴ－１－１－４－４ 地震を要因と

する重大事故等に対する施設の耐震設

計」に示す。 

 

 

(c)事業（変更）許可における重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定

において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とした設備及び地震を要因として

発生する重大事故等に対処する重大事

故等対処設備を設置する建物・構築物 

 事業（変更）許可における重大事故

の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定

において，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の

地震動を考慮した際に機能維持できる

設計とした設備及び地震を要因として

発生する重大事故等に対処する重大事

故等対処設備を設置する建物・構築物

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力に対し，建物・構築物全体としての

変形能力 （耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形に対して十分な余

裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ

ずみ・応力等に対して，妥当な安全余

裕を有することとする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較  

【Ⅴ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】(116／149) 

別紙４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備 考 

基本設計方針 添付書類Ⅴ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－１－１－６ 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に

対する荷重又は応力を漸次増大してい

くとき，その変形又はひずみが著しく

増加するに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定める

ものとする。 

 

なお，終局耐力とは， 建物・構築物に

対する荷重又は応力を漸次増大してい

くとき，その変形又はひずみが著しく

増加するに至る限界の最大耐力とし，

既往の実験式等に基づき適切に定める

ものとする。 

許容限界等に係る具体的な設計方針

については，「Ⅴ－１－１－４－４ 地

震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に示す。 
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地震を要因とする重大事故等に対

する施設の耐震設計
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1. 概要 

本資料は，「Ｖ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書」に示す地震を要因とする重大事故等に対処

する重大事故等対処施設の設計方針に関し，MOX 燃料加工施設で想定する地震を要因とす

る重大事故等を踏まえ，重大事故等対処施設に必要となる機能を整理した上で，耐震設計

における機能維持の方針と考慮すべき事項について説明するものである。 

 

2. 地震を要因とする重大事故等の対処 

MOX 燃料加工施設の事業（変更）許可において，重大事故等対処施設の設計では，設計

条件を上回る地震に対しても，重大事故等への対処が実施可能となる設計とすることとし

ている。これは，重大事故等への対処をより確実なものとするために，更なる安全性を目

指す観点で事業者が設定したものであり，基準地震動Ｓｓを超えるような地震として，基

準地震動Ｓｓに加えて 2 割程度までは確実に重大事故等対処が実施できるよう設計すると

したものである。 

具体的には，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対して基準地震動Ｓｓに対する設計

方針を踏襲し，重大事故等の対処に必要な機能を確保する設計とする。 

 

3. 地震を要因とした重大事故等に対処する重大事故等対処施設の基本方針 

3.1 地震を要因とする重大事故等  

地震を要因とする重大事故等として MOX 燃料加工施設で考慮する事象は，MOX を粉末

で扱うグローブボックス内において火災が発生することで核燃料物質を閉じ込める機能

を喪失する事象である。 

 

3.2 基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の耐震設計は，基準地震

動Ｓｓを上回る地震が発生した場合であっても，重大事故等に対処することができるこ

とを示すために実施するものである。 

これを踏まえ，事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定

及び重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考

慮した際に機能維持できる設計とした設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対

して，重大事故等が発生しない設計とする。 

また，地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備は，基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，重大事故等に対処するための機能を有効に発

揮するために必要な機能が損なわれないこと，グローブボックス等の重大事故等対処設

備が倒壊等することなく核燃料物質の過度の放出防止機能を確保できることを確認する。 

また，上記の前提として，地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施

設の建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，重大事故等に対する

対処が実施できることを確認するため，建物・構築物が重大事故等対処の実施に対して

妨げにならないことを確認する。 

可搬型重大事故等対処設備は，保管場所における基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力
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に対して，重大事故等に対する対処が実施できることを確認することを目的として，重

大事故等に対処するための機能を有効に発揮するために必要な機能が損なわれないこと

を確認する。 

3.3 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の対象 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設は，以下に示すとおりで

ある。 

(1) 事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした設備

事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮した

際に機能維持できる設計とした設備は，露出した MOX 粉末を取り扱い，火災源とな

る潤滑油を有するグローブボックス（以下「重大事故の発生を仮定するグローブボ

ックス」という。）である。 

(2) 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備

地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備は，MOX 燃

料加工施設で想定する重大事故等を踏まえ，火災の検知・消火，及び MOX 粉末を閉

じ込めるために必要となる常設重大事故等対処設備の代替火災感知設備、代替消火

設備、外部放出抑制設備である。 

また，地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処設備を設置する建

物・構築物及び地震を要因とする重大事故等に対処するための操作場所及び操作場

所までのアクセスルートを構成する建物・構築物も含まれる。 

(3) 地震を要因とする重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備

地震を要因とする重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備は，MOX 燃料

加工施設で想定する重大事故等を踏まえ，火災の検知・消火，及び MOX 粉末を閉じ

込めるために必要となる可搬型重大事故等対処設備として，代替火災感知設備の可

搬型グローブボックス温度表示端末及び外部放出抑制設備の可搬型ダンパ出口風速

計である。 

また，地震を要因とする重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備を保管

する建物・構築物も含まれる。 

なお，重大事故等対処において実施する「核燃料物質等の回収」は，重大事故の発生

を仮定するグローブボックスに係る核燃料物質等の飛散又は漏えいの原因となる火災の

消火及び燃料加工建屋外への放出経路を遮断するための対策の完了後，工程室内の雰囲

気が安定した状態であることが推定された場合に MOX 粉末をウエス等の資機材により回

収する対処となる。 

同じく，「核燃料物質等を閉じ込める機能の回復」は，核燃料物質等の回収において，

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにより，工程室内の放

射性物質濃度を測定し，工程室内の雰囲気が安定した状態であることを確認した場合に，
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核燃料物質等の回収作業の一環として，工程室内に気流を発生させ，作業環境を確保す

るため，必要に応じて，グローブボックス排気ダクトに可搬型排風機付フィルタユニッ

ト等を接続し，グローブボックス排気設備の排気機能を回復させる対処となる。 

ここに示す「核燃料物質等の回収」及び「核燃料物質等の閉じ込める機能の回復」は，

重大事故の発生を仮定するグローブボックスに係る核燃料物質等の飛散又は漏えいの原

因となる火災の消火及び燃料加工建屋外への放出経路を遮断するための対策の完了後に

実施し，MOX 粉末を外部へ放出する駆動源がなく，外部への放出経路が遮断された状態

であり，事象進展を伴うものではないため，作業時間に制限はないことから，操作場所

までのアクセスルートを構成する建物は基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の考慮の対

象とはしない。 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設を第 3.3-1 表に示す。 
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第 3.3-1 表 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設重大事故等対処  
常設重大事故等対処設備等 可搬型重大事故等

対処設備 

①グローブボ

ックス 内 で

発生し た 火

災の検知

・火災状況確認用温度計

測温抵抗体（グローブボックス内ケーブル含

む） 

ケーブル（電線管，ケーブルトレイ）

接続口（中継端子箱））

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス*

・操作場所（中央監視室）

・可搬型グローブボ

ックス温度表示端

末

②グローブボ

ックス 内 で

発生し た 火

災の消火

＜遠隔消火装置＞ 

・手動操作弁

・起動用配管（圧力開放弁含む）

・消火ガスボンベ（容器弁含む）

・消火配管

・アクセスルート（中央監視室から中央監視室

近傍），操作場所（中央監視室近傍）

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス*

－ 

③外部への放

出経路 の 遮

断，高性能エ

アフィ ル タ

によるMOX粉

末の捕集

・グローブボックス排風機入口手動ダンパ，工程

室排風機入口手動ダンパ＊

・グローブボックス排気閉止ダンパ及び工程室

排気閉止ダンパ*

・ダクト（グローブボックス排気ダクト，工程室

排気ダクト）*

・給気フィルタ（グローブボックス給気フィル

タ）*

・排気フィルタ（グローブボックス排気フィル

タ，グローブボックス排気フィルタユニット，

工程室排気フィルタユニット）*

・工程室のうち S クラスの区域*

・アクセスルート（中央監視室から排風機室），操

作場所（排風機室） 

・重大事故の発生を仮定するグローブボックス*

・可搬型ダンパ出口

風速計

④核燃料物質

等の回収

・アクセスルート（中央監視室から工程室），操作

場所（工程室） 

・可搬型ダストサン

プラ

・アルファ・ベータ線

用サーベイメータ

（濡れウエス等の

資機材を使用） 

⑤核燃料物質

等を閉 じ 込

める機 能 の

回復

・アクセスルート（中央監視室から排風機室），操

作場所（排風機室） 

〈ダクト*，給気フィルタ*，排気フィルタ*を使用〉 

・可搬型ダクト

・可搬型フィルタユ

ニット

・可搬型排風機付フ

ィルタユニット

注記 ＊：設計基準対象の施設と兼用 

34



5 

3.4 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針は，

重大事故等対処施設の耐震設計における設計方針を踏襲し，構造上の特徴，重大事故等

の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して

重大事故等への対処に必要な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，重大事故

等対処施設に係る技術基準規則に適合する設計とする。 

(1) 事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重大事

故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地震動を考慮し

た際に機能維持できる設計とした設備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，重大事故等が発生しない設計とする。 

(2) 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備は，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，想定する重大事故等を踏まえ，火災の感

知機能，消火機能や外部への放出経路の遮断等の重大事故等への対処に必要な機

能が損なわれない設計とする。 

また，地震を要因として発生する重大事故等に対処するための操作場所及び操

作場所までのアクセスルートを構成する建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力に対し，地震を要因として発生する重大事故等の対処に係る操作が

実施可能となるよう設計する。 

(3) 地震を要因とする重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備は，保管場所

における基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，転倒しないよう固縛等の

措置を講ずるとともに，動的機器については加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認する。また，ダクト等の静的機器は，複

数の保管場所に分散して保管することにより，地震により重大事故等ヘの対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

(4) 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れない設計とする。 

建物・構築物は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，コンクリ

ートが大規模に失われることがなく，地震を要因とする重大事故等対処設備の支

持ができるとともに，アクセスルートが確保されることにより，地震を要因とす

る重大事故等に対処することができる設計とする。具体的には，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対し，建物・構築物全体としての変形能力 （耐震壁のせん

断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有する設計とする。 

機器・配管系は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，地震を要

因とする重大事故等対処設備が破損せず，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，必要となる機能が損なわれない設計とする。具体的には，基準地震動Ｓ

ｓを 1.2 倍した地震力に対し，塑性域に達するひずみが生じた場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の

機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制限する値を許容限界として

確認した上で，それ以外を適用する場合は各機能が維持できることを個別に示す。 
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可搬型重大事故等対処設備は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地

震力に対して損傷せず，重大事故等対処に必要な機能が損なわないことが要求され

る。具体的には，耐震性を有する建屋内の保管場所に保管及び固縛し，機器本体を

安定した状態で保管することで，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震後に重大事故等

への対処に必要となる機能が損なわれない設計とする。 

(5) 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力に対し，水平 2 方向及び鉛直方向の組み合わせについて，基

準地震動Ｓｓに対する水平 2 方向及び鉛直方向の組み合わせた影響を考慮して評

価するものとする。 

(6) 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力を考慮しない施設の波及的影響によって，地震を要因とする

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

(7) 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の建物・構築物につ

いては，自重及び通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す

る。また，上記に加え，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力が作用することによ

って弱面上のずれが発生しない地盤として，事業変更許可を受けた地盤に設置す

る。 

(8) 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の構造計画及び配置

計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

4. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の設定 

 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力は，「Ｖ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び

重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の「2.7 地震

を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」での「(2) 地震力の算定」に示すとお

り，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を適用する。 

 具体的には，「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示

す解放基盤表面レベルで定義された基準地震動Ｓｓの加速度時刻歴波形の振幅を 1.2 倍し

地震動とする。 

その応答スペクトルを第 4-1 図に，加速度時刻歴波形を第 4-2 図に示す。 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する

施設の基本構造と異なる施設については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，

要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切

にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の動的解析においては，地

盤の諸定数に関するばらつきの影響は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対する耐震

設計が，十分な保守性を考慮して検討した基準地震動Ｓｓをさらに上回る地震動に対する

耐震設計であり，地震動に対する 2 割の増分は，評価の前提として基準地震動Ｓｓを上回

るよう事業者が設定したもので，詳細な工学的な根拠を有するものではないこと及び地震

を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備の耐震設計において裕度
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を確保する設計としていることを踏まえ，そのような影響を精緻に考慮する性質のもので

はない。 

また，設計の不確実さを考慮し，評価の確実性を確保する観点から，床応答曲線の作成

において，拡幅を行うことにより考慮する。 

なお，動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析

の基本方針」を，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応

答曲線の作成方針」を，それぞれ踏襲して実施する。 

動的地震力は，水平 2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平 2

方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平１方向及び鉛直方向

地震力を組み合わせた耐震計算への影響が考えられる施設，設備を抽出し，建物・構築物

の 3 次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，耐震性に及ぼす

影響を評価する。 
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第 4-1 図(1) 1.2×Ｓｓ－Ａと 1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル（NS 方向） 
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第 4-1 図(2) 1.2×Ｓｓ－Ａと 1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル（EW 方向） 
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第 4-1 図(3) 1.2×Ｓｓ－Ａと 1.2×Ｓｓ－Ｂの応答スペクトル（UD 方向） 
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第 4-1 図(4) 1.2×Ｓｓ－Ｃの応答スペクトル（水平方向） 
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第 4-1 図(5) 1.2×Ｓｓ－Ｃの応答スペクトル（鉛直方向） 
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（a）1.2×Ｓｓ－ＡＨ

（b）1.2×Ｓｓ－ＡＶ

第 4-2 図(1) 1.2×Ｓｓ－ＡＨ，1.2×Ｓｓ－ＡＶの設計用模擬地震波の 

加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向 

 

 

（b）EW方向 

 

 

（c）UD方向 

 

第 4-2 図(2) 1.2×Ｓｓ－Ｂ１の加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向 

 

 

（b）EW方向 

 

 

（c）UD方向 

 

第 4-2 図(3) 1.2×Ｓｓ－Ｂ２の加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向

（b）EW方向

（c）UD方向

第 4-2 図(4) 1.2×Ｓｓ－Ｂ３の加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向 

 

 

（b）EW方向 

 

 

（c）UD方向 

 

 

第 4-2 図(5) 1.2×Ｓｓ－Ｂ４の加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向 

 

 

（b）EW方向 

 

 

（c）UD方向 

 

第 4-2 図(6) 1.2×Ｓｓ－Ｂ５の加速度時刻歴波形 
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（a）水平方向 

 

 

（b）鉛直方向 

 

第 4-2 図(7) 1.2×Ｓｓ－Ｃ１の加速度時刻歴波形 

 

  

0 10 20 30 40 50 60
-800

-400

0

400

800

時間(s)

加
速

度
(c

m
/s

2
)

744.0

0 10 20 30 40 50 60
-800

-400

0

400

800

時間(s)

加
速

度
(c

m
/s

2
)

384.0

49



20 

 

 

（a）ダム軸方向 

 

 

（b）上下流方向 

 

 

（c）鉛直方向 

 

第 4-2 図(8) 1.2×Ｓｓ－Ｃ２の加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向 

 

 

（b）EW方向 

 

 

（c）UD方向 

 

第 4-2 図(9) 1.2×Ｓｓ－Ｃ３の加速度時刻歴波形 
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（a）NS方向 

 

 

（b）EW方向 

 

第 4-2 図(10)  1.2×Ｓｓ－Ｃ４の加速度時刻歴波形 
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5. 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設に要求される機能及び機能

維持の方針 

5.1 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設に要求される機能 

 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設は，「3.2 基本方針」に

示すとおり，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，必要な機能が損なわれるお

それがないことを確認する。これを踏まえ，地震を要因とする重大事故等に対処するた

めの重大事故等対処施設ごとに要求される機能を整理するとともに，要求される機能を

踏まえた施設ごとの耐震設計の機能維持を示す。 

(1) 機器・配管系 

a. 要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，機器・配

管系は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，転倒，破損せず，地震後

においても火災の感知機能又は消火機能並びに外部への放出経路の遮断等の対処

に必要な機能が損なわれないことが要求される。 

b. 機能維持 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，機器・配

管系における耐震設計の安全機能維持は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施設等，構造強度に

加えて，各施設の特性に応じた動的機能を維持する必要のある施設は，その機能

が維持できる設計とする。 

 

(2) 建物・構築物 

a. 要求機能 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の建物・構築物並

びに地震を要因として発生する重大事故等に対処するための操作場所及び操作場

所までのアクセスルートを構成する建物・構築物である燃料加工建屋は，基準地

震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，施設の特徴及び想定される重大事故等の特

徴を踏まえ，地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設

備機能を喪失しないこと及び重大事故等に対する対処に係る操作ができることで

ある。 

これを踏まえ，地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対

処設備を設置し，重大事故等の対処の操作場所及び操作場所までのアクセスルー

トを構成する建物・構築物である燃料加工建屋は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した

地震力に対し，建屋が一定程度変形したとしても，必要な支持力が維持されて各

設備が脱落しない設計とすること，及び，建屋が一定程度変形したとしても，床

の崩落や壁の倒壊，大規模なコンクリートの剥離に至らない状態に留まり，安全

なアクセスルート及び操作場所が確保できる設計とすることを要求事項とする。 

b. 機能維持 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，建物・構
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築物における耐震設計の安全機能維持は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に

対して，構造強度の確保を基本とする。また，地震を要因とする重大事故等に対

処する重大事故等対処設備を支持するため，支持機能が維持できる設計とする。 

なお，支持機能は構造強度を確保することを基本とする。必要に応じて評価項

目を追加することで，機能維持設計を行う。 

 

(3) 可搬型重大事故等対処設備 

地震を要因とする重大事故等に対処する可搬型重大事故等対処設備に要求される

機能及び機能維持について，以下に示す。 

また，「Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備の設計方針」の対象となる可搬型重大事

故等対処設備に係る要求される機能及び機能維持についても合わせて整理する。 

なお，可搬型重大事故等対処設備は，設備分類を踏まえて整理する。 

a. 設備分類 

可搬型重大事故等対処設備は，構造強度設計を行うに当たり，当該設備を支持

する構造を含む各設備の構造により，以下のとおり分類する。 

(a) 車両型設備 

移動機能を有する車両等にポンプ，内燃機関，電動機等を積載し，ボルト等で

固定し，地盤安定性を有する屋外の保管場所の地面に固定せずに保管する設備

を車両型設備として分類する。 

(b) その他設備 

耐震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に

おいて，スリング等で固縛する設備をその他設備として分類する。 

b. 要求機能 

可搬型重大事故等対処設備は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における

地震力に対して損傷せず，重大事故等対処に必要な機能が損なわないことが要求

される。 

c. 機能維持 

(a) 車両型設備 

車両型設備は，重大事故等に対し，地震後においても車両型設備全体としての

安定性及び重大事故等に対処するために必要な送水等の機能を維持し，容易に

移動できるものとするため，送水するポンプ，これらの駆動源となる内燃機関及

び電動機等の機器を車両に積載し，自走又は牽引等による移動が可能な設計と

する。 

車両型設備には，重大事故等を要因とする荷重が発生しないよう，可搬型重大

事故等対処設備の保管場所の地震力に対し，地盤安定性を有する屋外の保管場所

に保管するとともに，構造強度，転倒，動的機能，並びに支持機能，移動機能が

維持できる設計とする。 

(b) その他設備 

その他設備は，重大事故等に対し，地震後においても，機器全体としての安定

性及び重大事故等に対処するために必要な計測，給電等の機能を維持するため
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に，水位，圧力等を計測する機能，必要な負荷へ給電する機能等を有する設備を

収納箱等に保管する等の設計とする。 

その他設備は，重大事故等を要因とする荷重は発生しないため，可搬型重大事

故等対処設備の保管場所における地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管

場所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管するとともに，構造強度，転

倒，動的及び電気的機能が維持できる設計とする。 

 

5.2 地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の機能維持の基本方針 

5.2.1 建物・構築物及び機器・配管系 

(1) 構造強度 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震動の地震力による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮

した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計上の

考慮を行う。 

a. 建物・構築物及び機器・配管系の耐震設計上考慮する状態 

イ. 建物・構築物 

(イ) 通常時の状態 

MOX 燃料加工施設が運転している状態。  

(ロ) 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故に至るおそれがある事

故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，地震を要因とする重大事故

等対処施設の機能を必要とする状態。 

(ハ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。  

ロ. 機器・配管系 

(イ) 通常時の状態 

 MOX 燃料加工施設が運転している状態。 

(ロ) 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には MOX 燃料加工施設から多量の放射性物質が

放出されるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した

状態。 

(ハ) 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故に至るおそれがある事

故又は地震を要因とする重大事故等の状態で，地震を要因とする重大事故

等対処施設の機能を必要とする状態。 

b. 荷重の種類 

(a) 建物・構築物 

イ. MOX 燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用している

固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧。 

ロ. 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 
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ハ. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力，積雪荷重及び風荷重。 

ただし，通常時及び地震を要因とする重大事故等時の状態で通常時及び地

震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管

系から作用する荷重が含まれるものとし，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるも

のとする。 

(b) 機器・配管系 

イ. 通常時に作用している荷重。 

ロ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重。 

ハ. 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 

ただし， 各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置

される施設については，建物・構築物に準ずる。 

二. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力 

c. 荷重の組合せ 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力とほかの荷重との組合せは，以下によるも

のとする。 

(a) 建物・構築物 

イ. 事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力を組み合わせる。 

ロ. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力とを組み合わせる。 

ハ.  基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物について，通常時に作用している荷重（固定荷

重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び地震を要因とする重

大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせ

る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。 

なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，通常時に

作用している荷重のうち，土圧及び水圧については，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力，弾性設計用地震動による地震力と組み合わせる場合は，当該

地震時の土圧及び水圧とする。 

(b) 機器・配管系 
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イ. 事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び

重大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地

震動を考慮した際に機能維持できる設計とした設備に係る機器・配管系に

ついては，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

ロ. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備に係る機器・配管系に

ついては，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震

力とを組み合わせる。 

ハ. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備に

係る機器・配管系について，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の

状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重は，その事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と

組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び

地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。

なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定し，屋外に設置

される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合

わせる。 

d. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) ある荷重の組合せ状態での評価が，その他の荷重の組合せ状態と比較して明

らかに厳しいことが判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないことがある。 

(b)  基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備を支持する建物・構築

物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力と通常時に作用している荷重及びその他必要な荷重とを組み合わ

せる。 

(c) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面

積が小さい施設や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無

視できる施設を除き，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わせを

考慮する。 

(d) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，

風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力との組み合わ

せを考慮する。 

(e) 重大事故時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による荷重の

組み合わせについては，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力が重大事故等の

発生の要因として考慮した地震であり，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力

の荷重は重大事故等が発生する前の通常時に作用する荷重であることから，

重大事故等時に生ずる荷重と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力による荷重

が重なることはない。 
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e. 許容限界  

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する

許容限界は，以下のとおりとする。 

(a) 事業（変更）許可における重大事故の発生を仮定する際の条件の設定及び重

大事故の発生を仮定する機器の特定において，基準地震動の 1.2 倍の地震動

を考慮した際に機能維持できる設計とした設備 

露出した MOX 粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグローブボックスはパ

ネルにき裂や破損が生じないこと及び転倒しないこと。当該グローブボックス

の内装機器の落下・転倒防止機能の確保に当たっては，放射性物質（固体）の

閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する設備の破損により，容器等が

落下又は転倒しないこと。 

上記の各機能について，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，塑性域

に達するひずみが生じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限

界に応力，荷重を制限する値を許容限界として確認した上で，それ以外を適用

する場合は各機能が維持できることを個別に示す。 

(b) 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故等対処設備 

地震を要因として発生する重大事故等の対処に必要な常設重大事故等対処設

備は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，塑性域に達するひずみが生

じた場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限界に応力，荷重を制

限する値を許容限界として確認した上で，それ以外を適用する場合は各機能が

維持できることを個別に示す。その場合に設定する許容限界は，重大事故等に

対処する設備に必要な機能が維持されていることを確認するものとして，破断

延性限界に至らない範囲までとする。 

(c) 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備が設置される重大事故等

対処施設の建物・構築物は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対し，建物・

構築物全体としての変形能力 （耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形

（4000μ）に対して十分な余裕を確保するため，許容限界を重大事故等対処施

設の許容限界である 2000μ とし，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮

する設備に要求される機能が維持できるよう妥当な安全余裕を有することと

する。なお，許容限界の 2000μを上回る部位が確認された場合には，施設とし

ての終局状態に至らず，機能が維持できることを確認する。 

終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，

その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験

式等に基づき適切に定めるものとする。 
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(2) 機能維持 

a. 動的機能維持 

地震時及び地震後において，その設備に要求される機能を維持するため，基準

地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，要求される動的機能が維持できること

を試験又は解析により確認することで，当該機能を維持する設計とするか，若し

くは応答加速度による解析等により当該機能を維持する設計とする。 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震

応答により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，

一定の余裕を見込むこととする。 

b. 支持機能の維持 

機器・配管系の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，地震

時及び地震後において，被支持設備となる地震を要因とする重大事故等に対処す

るための重大事故等対処設備の機能を維持するため，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設計とす

る。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん断ひずみの許容限

界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し妥当な

安全余裕を有していることで，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設

備に対する支持機能が維持できる設計とする。 

 

(3) 建物・構築物及び機器・配管系に係る機能維持の基本方針 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の建物・構築物及び

機器・配管系に係る 5.2.1 項に示す地震を要因とする重大事故等に対処する重大事

故等対処施設の建物・構築物及び機器・配管系の設計方針を踏まえ，「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」の重大事故等対処施設を踏襲して設計する。 

なお，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備に該当する機器・配管

系の設計方針については，重大事故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を

説明する。 

a. 設計用地震力 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設における設計用地

震力は，「4. 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力の設定」にて設定した動的地震

動を用いる。 
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第 5.2.1-1 表 設計用地震力 

種別 

＊1 

設備分類 

施設区分 

水平 鉛直 摘要 

建物・ 

構築物 
① 

基準地震動Ｓｓの 

1.2 倍 

基準地震動Ｓｓの 

1.2 倍 

荷重の組合せは，

組合せ係数法又は

二乗和平方根(SRＳ

Ｓ)法による。 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備が設置される重

大事故等対処施設 
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b. 構造強度 

(b) 構造強度上の制限 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の耐震設計につ

いては，「5.2.1 構造強度」に示す考え方に基づき，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力を考慮する設備における設計用地震力が加わった場合，これらに生

じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下とす

る。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力を考慮する設備に要求される機能が維持できるように十分に余裕を見込

んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。 

建物は，終局状態（4000μ）に対して十分な裕度を確保するため，原則とし

て許容限界を重大事故等対処施設の許容限界である 2000μ 以下に留まる設計

とし，一部で 2000μ を超える場合は，当該部位に対して重大事故等の対処がで

きることを確認する。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第

5.2.3-2 表に示すとおりとする。 

また，建物・構築物(土木構造物を除く)の支持性能が必要となる施設の基礎

地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤

の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を

有する施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた

許容限界を設定する。 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重

を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第 5.2.3-1 図に示す。積雪荷

重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さ

い施設，又は埋設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる

施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置さ

れている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風

荷重の影響が地震力と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様

の施設においては，地震力と組み合わせる。第 5.2.3-3 表に施設の区分ごとの，

積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

  

61



32 

第 5.2.1-2 表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

＊2 

設備分

類 

施設区

分 

＊1 

荷重の組合

せ 

許容限界 

建物・構築物 基礎地盤の支持性能 

建物・

構築物 
① 

Ｄ＋Ｌ＋Ａ

＋1.2Ｓｓ 

要求機能が維持され

ることとする。 

地盤の極限支持力度に対して

妥当な安全余裕を持たせる。 

注記 ＊1：本表で用いられている記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

Ａ ：重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起

こされるおそれのある事象による荷重，又は重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち長期的な荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力 

 

＊2：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設 

 

(2) 機器・配管系 

機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界については，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力を考慮する設備の申請に合わせて次回以降で申請する。 

 

(3) 地盤 

 

＊2 

設備分類 

施設区分 

＊1 

荷重の組合せ 
許容限界 

基礎地盤 ① Ｄ＋Ｌ＋1.2Ｓｓ 
極限支持力度に対して妥当な安全

余裕を持たせる。 

注記 ＊1：本表で用いられている記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

1.2Ｓｓ：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力 

 

＊2：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設 
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第 5.2.1-3 表 地震力と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

(1)考慮する荷重の組合せ 

施設 施設の配置 
荷重 

積雪荷重 風荷重 

建物・構築物 屋外 〇＊1 〇＊2 

機器・配管系 

屋内 － － 

屋外 〇＊1 〇＊2 

注記 ＊1：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等通常時の荷

重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除く。 

＊2：屋外に設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自重

が大きい施 

設を除く。 

 

(2)検討対象の施設・設備 

施設 
施設・設備 

風荷重＊ 積雪荷重＊ 

建物・構築物 - ・燃料加工建屋 

注記 ＊：組み合わせる荷重は，「Ⅴ－１－１－１ 加工施設の自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」に基づくものとし，積雪

荷重については，六ヶ所村統計書における観測記録上の極値

190cm に，「建築基準法施行令」第八十二条に定めるところの

建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の組合せを

適用して，平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮

した積雪荷重を組み合わせる。また，風荷重については，「Ｅ

の数値を算出する方法並びにＶＤ及び風力係数を定める件」(平

成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号)に定められた六ヶ所村

の基準風速 34m/s を用いて求める荷重を組み合わせる。 
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第 5.2.1-1 図 積雪荷重及び風荷重設定フロー  
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c. 機能維持 

(a) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，「5.2.2 機能維持」のうち「(1) 動的機能

維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求され

る機能を維持するため基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，その機

能種別により機能維持を満足する設計とする。 

動的機能が要求される機器の評価方法，動的機能維持確認済加速度について

は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備の申請に合わせて次

回以降で申請する。 

(b) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を支持する機能の維持が要求される施設は，「5.2.2 

機能維持」のうち「(2) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地

震後において，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震動に対して，以下に示すと

おり，支持機能を維持する設計とする。 

イ． 建物・構築物(土木構造物以外)の支持機能の維持 

建物・構築物の支持機能の維持については，地震動に対して，被支持設備

の機能を維持できる構造強度を確保する設計とする。 

具体的には，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備の支持機

能の維持が要求される建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基準地

震動Ｓｓの 1.2 倍の地震動に対して，耐震壁の 大せん断ひずみが「(b) 

構造強度上の制限」による許容限界を超えない設計とすること又は基礎等を

構成する部材に生じる応力若しくはひずみが「(b) 構造強度上の制限」に

よる許容限界を超えない設計とすることで，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力を考慮する設備の支持機能が維持できる設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許

容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位

の健全性も確保されており，支持機能を確保していると考えることができ

る。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が相互に干渉し

ないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備からの反力に対し

ても十分な構造強度を確保する設計とする。 

なお，一部で，「(b) 構造強度上の制限」による許容限界を超える場合

は，当該部位に対して重大事故等の対処ができることを確認する。 
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5.2.2 可搬型重大事故等対処設備 

(1) 構造強度 

車両型設備は，水を送水するポンプ，これらの駆動源となる内燃機関及び電動機

等の機器を車両に積載し，自走又は牽引等による移動が可能な設計とする。 

車両型設備は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，車

両型設備全体が安定性を有し，主要な構造部材が送水機能及び支持機能等を維持可

能な構造強度を有し，動的機能を維持し，車両型設備の積載設備から受ける荷重を

支持する機能並びに車両型設備としての自走又は牽引等による移動機能を維持でき

る設計とする。 

その他設備は，水位，圧力等を計測する機能，必要な負荷へ給電する機能等を有

する設備を収納箱等に保管する等の設計とする。 

その他設備は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，耐

震性を有する建屋内の保管場所又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管し，

床にボルトで固定した架台又は収納ラックに保管，壁等にスリング等にて固縛し，

機器本体が安定性を有し，主要な構造部材が水位，圧力等を計測する機能，必要な

負荷へ給電する機能等の機能を維持可能な構造強度を有し，動的及び電気的機能を

維持できる設計とする。 

a. 可搬型重大事等対処設備の耐震設計上考慮する状態 

(a) 通常時の状態 

当該設備を保管している状態。 

(b) 地震を要因とする重大事故等時の状態 

MOX 燃料加工施設が，地震を要因とする重大事故等に至るおそれがある事故

又は地震を要因とする重大事故等の状態で，地震を要因とする重大事故等対処

施設の機能を必要とする状態。 

(c) 設計用自然条件 

屋外に保管している場合に設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

（積雪，風）。 

b. 荷重の種類 

(a) 通常時に作用している荷重 

通常時に作用している荷重は持続的に生じる荷重であり，自重及び積載荷重

とする。 

(b) 地震を要因とする重大事故等時の状態で施設に作用する荷重。 

可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから重大事故等起因の荷

重は考慮しない。 

(c) 可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力，積雪荷重及び風荷重 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力を考慮する。屋外に保

管する設備については，積雪荷重及び風荷重も考慮する。 

c. 荷重の組合せ 

(a) 可搬型重大事故等対処設備は，通常時に作用している荷重と可搬型重大事故

等対処設備の保管場所における地震力とを組み合わせる。 
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(b) 可搬型重大事故等対処設備の耐震計算の荷重の組合せの考え方について，保

管状態であることから重大事故等起因の荷重は考慮しない。ただし，屋外に設

置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合

わせる。 

d. 荷重の組合せ上の留意事項 

可搬型重大事故等対処設備は，「5.2.1.1.4 荷重の組合せ上の留意事項」に示す

荷重の組合せ上の留意事項を考慮し，設計する。 

 

e. 許容限界 

許容限界は，設備ごとの構造強度上の性能目標のとおり，評価部位ごとに設

定する。直接支持構造物の評価については，ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 に規

定されているその他の支持構造物の評価に従った評価を実施する。また，車両

型設備の間接支持構造物としてのボルトの評価については，直接支持構造物の

評価に準じた評価を行う。 

(a) 車両型設備 

・車両型設備は，重大事故等を要因とした荷重は発生しないため，地震後にお

いて，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，地盤安

定性を有する屋外の保管場所に保管し，送水するポンプ及びこれらの駆動源

となる内燃機関等の機器を車両に取付ボルトで固定し，主要な構造部材が送

水機能，支持機能等を維持可能な構造強度を有する設計とする。そのため，

車両型設備のうち，搭載設備の支持部は，ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 を適

用し，許容応力状態ⅣAS の許容応力以下とすることを許容限界として設定す

る。 

・車両型設備は，重大事故等を要因とした荷重は発生しないため，地震時にお

いて，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，地盤安

定性を有する屋外の保管場所に保管し，送水するポンプ及びこれらの駆動源

となる内燃機関等を車両に取付ボルトで固定し，車両型設備全体が安定性を

有し，転倒しない設計とする。そのため，車両型設備のうち，車両部は，加

振試験にて転倒しないことを許容限界として設定する。 

・車両型設備は，重大事故等起因の荷重は発生しないため，地震後において，

可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，地盤安定性を

有する屋外の保管場所に保管し，車両に積載しているポンプ等の送水する機

能及びこれらの駆動源となる内燃機関等の動的機能を維持できる設計とする。

また，車両型設備は，地震後において，可搬型重大事故等対処設備の保管場

所における地震力に対し，車両積載設備から受ける荷重を支持する機能並び

に車両型設備としての自走又は牽引等による移動機能を維持できる設計とす

る。そのため，車両型設備は，加振試験により支持機能，移動機能，動的機

能が維持できることを許容限界として設定する。 
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(b) その他設備 

・その他設備を設置する架台又は直接ボルト固定する設備は，重大事故等起因

の荷重は発生しないため，地震時において，可搬型重大事故等対処設備の保

管場所における地震力に対し，耐震性を有する建屋内の保管場所の床に基礎

ボルトで固定し，主要な構造部材が水位，圧力等を計測する機能，必要な負

荷へ給電するための給電機能等の支持機能，動的及び電気的機能を維持可能

な構造強度を有する設計とする。そのため，その他設備を設置する架台又は

直接ボルト固定する設備は，ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 を適用し，許容応

力状態ⅣAS の許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 

・その他設備は，重大事故等起因の荷重は発生しないため，地震時において，

可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，耐震性を有す

る建屋内又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管し，床に基礎ボルト

で固定した架台又は収納ラックに保管，壁等にスリング等にて固縛すること

で，機器本体が安定性を有し，転倒しない設計とする。そのため，その他設

備は，加振試験にて転倒しないことを許容限界として設定する。 

・その他設備は，重大事故等起因の荷重は発生しないため，地震時において，

可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，耐震性を有す

る建屋内又は地盤安定性を有する屋外の保管場所に保管し，床に基礎ボルト

で固定した架台又は収納ラックに保管，壁等にスリング等にて固縛し，主要

な構造部位が水位，圧力等を計測する機能，必要な負荷へ給電するための給

電機能等の支持機能，動的及び電気的機能を維持できる設計とする。そのた

め，その他設備は，加振試験により支持機能，動的及び電気的機能が維持で

きることを許容限界として設定する。 

 

(2) 機能維持 

以下に各設備の構造設計及び評価方法を示す。 

a. 車両型設備 

(a) 構造設計 

車両型設備は，サスペンションを有し，地震に対する影響を軽減できる構造

とし，間接支持構造物として車両又は台車にポンプ等を取付ボルトにより据え

付ける構造であるとともに，早期の重大事故等への対処を考慮し，自走，牽引

等にて移動できる構造とし，車両，台車，ポンプ等で構成する構造とする。ま

た，地盤安定性を有する屋外の保管場所の地面等に固定せずに保管する。 

(b) 評価方針 

車両型設備は，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の耐震評価方針とする。 

イ. 構造強度 

可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，車両に積載

しているポンプ，電動機，内燃機関等の支持部の取付ボルト及びコンテナ取

付ボルトが，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに

留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを，計算により確認する。 

68



39 

ロ. 転倒 

ポンプ等の機器を積載している車両全体は，可搬型重大事故等対処設備の

保管場所における地震力に対し，保管場所の地表面の 大応答加速度が，加

振試験により転倒しないことを確認した加振台の 大加速度以下であること

により確認する。 

ハ. 動的機能維持 

車両に積載しているポンプ，内燃機関等は，可搬型重大事故等対処設備の

保管場所における地震力に対し，保管場所の地表面の 大応答加速度が，地

震力に伴う浮き上がりを考慮しても，加振試験により，ポンプの送水機能及

び内燃機関の駆動機能等の動的機能を維持できることを確認した加振台の

大加速度以下であることにより確認する。 

二. 支持機能，移動機能 

車両部は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対し，

保管場所の地表面の 大応答加速度が，地震力に伴う浮き上がりを考慮して

も，加振試験により積載物の支持機能及び車両型設備としての自走又は牽引

等による移動機能を維持できることを確認した加振台の 大加速度以下であ

ることにより確認する。 

b. その他設備 

(a) 構造設計 

各設備の保管方法を踏まえ，以下の構造とする。 

イ. 収納ラック固縛保管設備 

床にボルトで固定した収納ラックにスリング等で固縛する。 

ロ. 収納箱架台固縛保管設備 

床にボルトで固定した架台にスリング等で固縛する。 

ハ. 本体固縛保管（ボルト固定）設備 

床にボルトで固定する。 

二. 本体固縛保管（スリング固縛）設備 

壁等にスリング等で固縛する。 

 

その他設備に使用しているスリング等は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所

における地震力に対し，対象設備の重心高さを考慮してスリング等の設置位置を設

定するとともに，保管場所の床面の 大加速度によりスリング等が受ける荷重に対

して十分な裕度を持たせて選定を行う。スリング等の支持機能については保管状態

を模擬した加振試験により確認する。 

 

(b) 評価方針 

その他設備は，「(1) 構造設計」を踏まえ，以下の耐震評価方針とする。 

イ. 構造強度 

その他設備のうち機器を保管する架台は，可搬型重大事故等対処設備の保

管場所における地震力に対し，架台及びこれを床に固定するボルトが，塑性
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ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有することを，計算により確認する。 

ロ. 転倒 

その他設備の機器全体は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における

地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の 大応答加速度が，加

振試験により転倒を防止するために設置しているスリング等の健全性を確認

した加振台の 大加速度以下であることにより確認する。 

ハ. 動的機能維持及び電気的機能維持 

その他設備の機器全体は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における

地震力に対し，保管場所における設置床又は地表面の 大応答加速度が，加

振試験により計測，給電等の機能及びスリング等の固縛機能を維持できるこ

とを確認した加振台の 大加速度以下であることにより確認する。 

 

(3) 可搬型重大事故等対処設備に係る機能維持の基本方針 

5.2.2 項に示す地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の

可搬型重大事故等対処設備の設計方針を踏まえて設計する。 

具体的な設計方針については，可搬型重大事故等対処設備の申請時に示す。 

 

6. 地震を要因とする重大事故等に対処するための重大事故等対処設備のその他耐震設計に

係る事項 

6.1 準拠規格 

  準拠する規格は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「2.2 準拠規格」を適用す

る。 

 

6.2 波及的影響に対する考慮 

6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，建物・構築

物及び機器・配管系は，基準地震動Ｓｓの 1.2 倍の地震力を考慮しない施設の波及

的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。ここで，基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力を考慮しない施設とは，上記 3.3 で示す，地震を要因とする重

大事故等に対処する重大事故等対処施設以外の施設をいう。 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，建物・構築

物及び機器・配管系に関する波及的影響の評価に当たって考慮する事項は，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波及的影響に対する考慮」及び「Ⅲ－１－１

－４ 波及的影響に係る基本方針」によるものとし，「耐震重要施設」を「地震を要

因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラ

スに属する施設」を「基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮しない施設」に，

「安全機能」を「地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設に要

求される機能」に読み替えて適用する。 

ただし，波及的影響の評価対象とする下位クラス施設の耐震設計方針のうち，「設
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計用地震動又は地震力」及び「許容限界」は以下に基づき設計する。 

(1) 設計用地震動又は地震力 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，建物・構築

物及び機器・配管系に関する波及的影響の評価に当たっては，「4. 基準地震動Ｓｓ

を 1.2 倍した地震力の設定」に示す地震動又は地震力を適用する。設定した地震動

又は地震力について，水平 2 方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影

響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。この場合に，波及的影響評

価における許容限界については，以下の考え方を原則とする。 

(2)許容限界 

a. 建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，基準地震動Ｓｓを 1.2

倍した地震力を考慮しない施設の相対変位等による波及影響を防止する場合は，

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮しない施設と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力を考慮する施設との距離を基本として許容限界を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮し

ない施設の損傷，転倒及び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の

大せん断ひずみに対して JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応するせん断ひ

ずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建築基準法及び同施行令」に

基づく層間変形角の評価基準値を基本として許容限界を設定する。 

b. 機器・配管系 

 機器・配管系について，施設の構造を保つことで，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力を考慮しない施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び

落下を防止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していることに

相当する許容限界を設定する。 

機器・配管系の動的機能維持を確保することで，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍し

た地震力を考慮しない施設の接続部における相互影響を防止する場合は，機能

確認済加速度を許容限界として設定する。 

配管については，配管耐震評価上影響のある基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地

震力を考慮しない配管を基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する配管に

含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍

した地震力を考慮しない施設の転倒等に伴い発生する荷重により，基準地震動

Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する施設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合

であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していること，また，転倒した基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮しな

い施設と基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する施設との距離を許容限

界として設定する。 
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6.2.2 可搬型重大事故等対処設備 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設のうち，可搬型重大事

故等対処設備は，隣接する周辺機器等の波及的影響によって，その安全機能を損なわ

ない設計とする。また，「Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備の設計方針」の対象となる

可搬型重大事故等対処設備においても，隣接する周辺機器等から波及的影響によって，

その安全機能を損なわない設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波及

的影響に対する考慮」及び「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」にて考慮

する 4 つの観点について，同様に考慮する。 

 

(1) 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

a. 地盤の不等沈下による影響 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震による影響（周辺構造物の倒

壊や周辺斜面の崩壊，道路面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地

盤支持力の不足並びに地下構造物及び水路等の損壊等）を受けない場所に保管する

ことから，地盤の不等沈下による影響による波及的影響を及ぼす施設はない。 

b. 建屋間の相対変位による影響 

可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であること，建屋間を跨いで保管はしな

いことから，建屋間の相対変位による影響による波及的影響を及ぼす施設はない。 

 

(2) 接続部の観点による設計 

可搬型重大事故等対処設備は，保管状態であることから接続部における相互影響

の観点で波及的影響を及ぼす施設はない。 

 

(3) 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震により周辺機器の損傷、転倒及

び落下が生じることにより、屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備が損傷する

可能性がある場合には、可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対

して、周辺機器の主要構造部材、支持部及び吊り具等の評価を実施する。 

評価は，「6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系」同様に評価する。 

また，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備が，隣接する他の可

搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさない設計とする。当該設備が他の可

搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさないことを当該設備の耐震性につい

ての計算書にて示す。 

 

(4) 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震により周辺機器の損傷、転倒及

び落下が生じることにより、屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備が損傷する

可能性がある場合には、可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地震力に対

して、周辺機器の主要構造部材、支持部及び吊り具等の評価を実施する。 
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評価は，「6.2.1 建物・構築物及び機器・配管系」同様に評価する。 

ただし，設計用地震動又は地震力は，可搬型重大事故等対処設備が保管される場所

の設計用地震動又は地震力とする。「Ⅴ-1-1-4-2 重大事故等対処設備の設計方針」

の対象となる可搬型重大事故等対処設備に係る設計用地震動又は地震力は，「Ⅴ-1-

1-4-2 重大事故等対処設備の設計方針」に示す設計用地震動又は地震力を用いる。 

また，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，当該設備が，隣接する他の可

搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさない設計とする。当該設備が他の可

搬型重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼさないことを当該設備の耐震性につい

ての計算書にて示す。 

6.3 構造計画と配置計画 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画

に際しては，地震の影響が軽減されるように考慮する。 

(1) 建物・構築物

建物・構築物は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，コンクリート

が大規模に失われることがなく，地震を要因とする重大事故等対処設備の支持がで

きるとともに，アクセスルートが確保されることにより，地震を要因とする重大事故

等に対処することができる設計とする。 

基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，せん断ひずみ度（層の変形）が建物

の終局状態（4000μ）以下に留まるよう以下の設計とする。 

・床スラブは，概ね弾性設計に留まる設計とする。

・耐震壁及び耐震壁以外の壁は，せん断ひずみ度（層の変形）に追従できるよう

な強度（コンクリート強度，鉄筋量)を有する設計とする。

・建物の変形に伴うひび割れにより大規模なコンクリートの剥離が発生しない

よう，応力が集中する開口部や壁端部は，補強筋を配してひび割れを抑制する

設計とする。

・耐震壁以外の壁については，層の変形に伴い耐震壁以外の壁に生じるせん断応

力度に対して追従することが可能な設計とする。 

上記の設計方針を踏まえ，建物・構築物は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留

意点」に基づき設計する。 

(2) 機器・配管系

機器・配管系は，建物・構築物に生じる変形等の地震影響によって，地震を要因と

する重大事故等対処設備が破損せず，基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力に対して，

必要となる機能が損なわれない設計とする。 

上記の設計方針を踏まえ，機器・配管系は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

の「6. 構造計画と配置計画」及び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留

意点」に基づき設計する。 
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(3) 可搬型重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備は，可搬型重大事故等対処設備の保管場所における地

震力に対して損傷せず，重大事故等対処に必要な機能が損なわないことが要求され

る。 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に機能

喪失しないよう，位置的分散を考慮した設計とする。 

具体的な設計方針については，可搬型重大事故等対処設備の申請時に示す。 

6.4 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設に係る地震による周辺斜

面の崩壊に対する設計方針は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「7. 地震による

周辺斜面の崩壊に対する設計方針」に基づき設計する。 

6.5 ダクティリティに関する考慮 

地震を要因とする重大事故等に対処する重大事故等対処施設に係るダクティリティに関

する考慮は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「8.ダクティリティに関する考慮」及

び「Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に基づく設計とする。 

6.6 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5.2 基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力を考慮する設備

の機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。 

以上 
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